
 
 
 
 

 
 

  く る み ん  

  －次世代育成支援対策企業の認定マーク－  
 
◆くるみん 

 このマークは、厚生労働大臣

（実質的には都道府県労働局

長）から「次世代育成支援対策

に取り組んでいる企業」と認定

された企業が利用できる愛称

「くるみん」です。 

平成15年7月に施行された「次 

世代育成支援対策推進法」で、300 人を超える労働者

を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」を策定、

届出をすることとされました。300 人以下の労働者を

雇用する事業主は努力義務になっています。 

このマークは求人広告、自社の商品やその広告、企

業の封筒や名刺などにつけることができるので、対外

的に「仕事をしながら育児をする労働者に理解のある

企業」等をアピールすることによって、企業のイメー

ジアップにもつながると思われます。 

  ◆認定を受けるためには 

「行動計画」を策定し、都道府県労働局雇用均等室

に届出ます。その計画で設定した目標を達成し、一定

の基準を満たした場合、申請を行い認定を受けます。 

◆行動計画とは 

企業が、子育てをしている労働者の職業生活と家庭

生活との両立を支援するための雇用環境の整備や、子

育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整

備などを行うために、次の 3 つの事項が含まれている

計画を指します。 

「計画期間」：1 回の計画期間を 2～5 年間で設定する

ことが望ましい、とされています。 

「目標」：達成状況を客観的に判断できるようなものに

することが望ましい、とされています。 

「目標達成のための対策とその実施時期」：目標を達成

するために、いつまでにどのようなことに取り組むか。 

＊詳細は厚生労働省の HP をご覧になるか、社会保険

労務士にお問い合わせください。 
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定期監督と申告監督 

―労働基準監督署の調査について― 

 
労働基準監督署の業務に、「定期監督」「申告監督」

と呼ばれるものがあります。これらは「臨検（りんけ

ん）」と言われたりもしますが、どちらも労働基準関

係法令の遵守状況を訪問または労基署への呼び出し

により確認し、法令違反があった場合は是正勧告を行

う、というものです。それぞれの特徴として、次のよ

うなものがあります。 
◆定期監督 
 一定の規模・業種等から対象事業場のリストを作成

し、労基署が計画的に調査を行う、というものです。

調査項目もある程度決まっており、概ね浅く広く、全

体的にチェックされるといった感覚です。ただし、浅

くとは言え、残業代の遡り支払いの是正勧告が出され

たりはします。 
◆申告監督 
 労働者から解雇・賃金不払いなど、法令違反の疑い

のある通告を受けた場合に行われます。調査項目につ

いては、労働者が通告した内容について重点的に行わ

れ、さらに通常は定期監督で行う調査項目も行われま

す。通告内容や周辺環境にもよりますが、一般に定期

監督に比べ詳細に調査されると言えるでしょう。 
◆調査結果の例（労働時間とみなされ、時間外手当の

遡り支給対象となったケース） 
・ 就業前に行う体操の時間 
・ 敷地が広く、タイムカードの設置場所が職場から

徒歩数分かかる場所にあったため、タイムカード

を打刻するまでの時間 
このように、普段の行いでは気にならないような

微々たる時間や、「労働時間ではない」と思い込んで

いた時間も労働時間とされることもあります。 
 
いずれにしても、監督業務が入ることが決まった場

合は、担当の労働基準監督官に誠実に対応することが

大切です。社内で対応するのが不安な場合には、社会

保険労務士にご相談ください。 
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《
声
》 

 

店
員
は
物
を
売
る
と
き
に

ど
ん
な
声
を
出
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
あ
る
青
果
物

店
で
は
、
若
い
店
員
が
大
き

な
独
特
の
発
声
で
、
仕
入
先

の
産
地
や
季
節
料
理
の
材
料

に
適
し
て
い
る
こ
と
等
を
叫

ん
で
い
ま
し
た
。
特
に
、
開

店
時
の
声
は
数
百
メ
ー
ト
ル

先
か
ら
聞
こ
え
、
「
新
鮮
な

野
菜
と
果
物
を
た
く
さ
ん
用

意
し
て
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
」
と
い
う
気
持
ち
が
体
に

響
い
て
き
ま
す
。
当
然
、
そ

の
店
は
地
域
一
番
店
で
す
。 

 

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」

に
も
言
い
方
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
店
前
を

通
行
し
て
い
る
人
に
言
う

時
、
入
店
し
た
人
に
言
う
時
、

顧
客
が
店
員
に
声
を
掛
け
て

き
た
時
、
商
品
を
持
っ
て
顧

客
が
レ
ジ
に
来
た
時
な
ど
、

店
員
の
声
の
調
子
や
顔
の
表

情
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
店
員
が
気
を
入
れ

て
働
い
て
い
る
か
ど
う
か
は

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」
だ

け
で
凡
そ
の
見
当
が
つ
い
て

し
ま
う
も
の
で
す
。
顧
客
の

店
舗
や
店
員
に
対
す
る
評
価

や
好
み
も
店
員
の
声
に
大
き

く
影
響
さ
れ
る
の
で
す
。  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87

